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 自：令 和 ４ 年 ４ 月 １日 

至：令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



金　　　　　額 金　　　　　額

（資産の部） （負債の部）

551,603,656 317,589,918

124,066,702 169,025,844

146,043,993 50,879,653

126,211,207 72,219,244

21,048,960 7,350,000

121,227,471 158,200

10,000,000 2,140,029

2,076,090 1,188,660

358,900 12,721,698

570,333 1,906,590

130,243,048 59,614,524

17,461,446 47,693,012

788,213 275,000

1 11,611,512

2,193,716 35,000

14,479,516

377,204,442

6,242,463

5,009,403 （純資産の部）

1,073,200 264,604,053

159,860 97,000,000

167,604,053

106,539,139 167,604,053

67,178,667 167,604,053

4,820,000 （ 22,706,311 ）

3,222,620 40,038,209

30,000,000 40,038,209

1,317,852

304,642,262

681,846,704 681,846,704

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

負 債 合 計

貸　　　　借　　　　対　　　　照　　　　表

（令和5年3月31日現在）
（単位：円）

科　　　　　　　　目 科　　　　　　　　目

流 動 資 産 流 動 負 債

そ の 他 の 流 動 負 債

現 金 ・ 預 金 他 店 借 り

荷 主 貸 し 未 払 鉄 道 運 賃

他 店 貸 し 未 払 金

そ の 他 の 流 動 資 産

未 収 運 賃 未 払 消 費 税 等

未 収 入 金 未 払 法 人 税 等

短 期 貸 付 金 預 り 金

固 定 資 産

そ の 他 の 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

前 払 費 用 前 受 収 益

未 収 還 付 法 人 税 等 賞 与 引 当 金

純 資 産 合 計

そ の 他 の 投 資

電 話 加 入 権

建 設 仮 勘 定

車 輌

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

工 具 器 具 備 品

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

資 産 合 計 負 債 及 び 純 資 産 合 計

出 資 金

保 証 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等

（ うち当期純利益）

そ の 他 利 益 剰 余 金

投 資 有 価 証 券 繰 越 利 益 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産

その他有価証券評価差額金長 期 貸 付 金
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個  別  注  記  表 
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
  １．資産の評価基準及び評価方法 
    有価証券の評価基準及び評価方法 
     ①市場価格のあるもの 
       決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出) 
     ②市場価格のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 
  ２．固定資産の減価償却の方法 
     法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
     ①有形固定資産(リース資産を除く。) 
       法人税法に定める定額法によっております。 
     ②無形固定資産(リース資産を除く。) 
       法人税法に定める定額法によっております。 
     ③リース取引に関する会計方法 
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  
  ３．引当金の計上基準 
     ①賞与引当金 
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上したものと、それに係る

社会保険料の会社負担額を含めて計上しております。 
     ②退職給付引当金 
       従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき当事業年度末において、一部従

業員を除き自己都合により退職した場合に必要となる額を計上しております。 
      (勤続年数２５年以上且つ満５０歳を超える従業員は会社都合により退職した場合に必

要となる額を計上しており、今期１名が該当します。) 
     ③役員退職慰労引当金 
       役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。   
  ４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
     消費税の会計処理 税抜方式によっております。 


